
 

会   議   録 

 

１ 会議名 

  令和６年度第３回阿賀野市福祉有償運送運営協議会 

 

２ 開催日時 

  令和７年１１月２８日（火） 午後１時２５分から午後１時３５分まで 

 

３ 開催場所 

  水原総合体育館 ミーティングルーム 

 

４ 出席者 

会長他委員７名、事務局１名（１１人中８人出席） 

 

 

５ 議題（公開・非公開の別） 

（１）阿賀野市福祉有償運送協議会への協議について 

（２）その他 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 傍聴者の数 

  ０人 

 

８ 発言の内容 

 
○事務局  

これより令和６年度第３回阿賀野市福祉有償運送運営協議会を開会いたします。 

本会議は阿賀野市審議会等の会議の公開に関する要綱に基づき、公開することと

し、議事録は議事概要形式で会長の確認を得て、公開ホームページに掲載すること

とし、あわせて議事録作成のための録音をさせていただきますのでご了承お願いい

たします。 

また、会議の公開にあたっては、自由闊達な議論が妨げられる恐れがあることか

ら、発言者の氏名を明記しないこととしたいので、あわせてご了承お願いいたしま

す。 

本日の出席状況を報告いたします。 

３号委員１名、５号議員１名のほか８号委員１名から欠席の連絡がありましたの

で、現在の出席は８名であり、会議成立の過半数に達していますので報告いたしま

す。 

今後の議事の進行は会長にお願いしたいと思います。 

会長よろしくお願いいたします。 

○会長  



それでは、議事に入ります。 

（１）阿賀野市福祉有償運送運営協議会への協議についてに移ります。 

事務局から説明を求めます。 

 

○事務局  

 社会福祉法人 新潟太陽福祉会（おれんじぽーと）様から運送の対価の変更につ 

いての協議がありました。 

 対価の変更理由につきましては、3ページをご覧ください。 

 ガソリン代・物価の高騰に伴い、事業の継続が難しい状況となっており、また、4 

ページから７ページの資料のとおり、福祉有償総経費が収入を上回り、採算が合わ 

ない状況が続いていることです。そのため、運送の対価を 1キロあたり 60円から 

120円への値上げし、複数乗車の場合は１運行に付き、１契約で利用者の数で割る 

ものです。 

 運送料金の減免については、生活保護世帯に対して運送料金から対象者１キロあ 

たり 20円から 60円減免額が引き上げになります。 

 運送の対価以外の対価については、通常事業実施地域外（北区・東区以外）の地 

区にお住まいの方については、ヘルパーが訪問するための派遣交通費として、通常 

の事業実施地域の境から派遣地までの距離１キロあたり 20円から 40円の値上げに 

なります。 

対価の詳細については、旧料金は 8ページ、新料金 9ページをご覧ください。 

以上、説明を終わります。 

 
○会長 

 ありがとうございました。 

ただいま説明が終わりました。 

事前に資料を頂きましたし、皆様、御一読いただいていると思います。 

また、事務局から丁寧な説明もありました。 

皆様の方で何かこれにつきまして、御意見、御質疑等ございましたらお願いいた

します。 

 

（意見・質疑なし） 

 

よろしいでしょうか。 

御意見御質問等なければ議事の（１）阿賀野市福祉有償運送運営協議会への協議

については了承したということで、協議が調ったものとさせて頂きたいと思います。 

申請のあった新潟太陽福祉会さんの方へ協議が調った旨の文書を送付することと

いたします。 

続いて、（２）その他に移ります。  

皆さんの方でこの場で何か御意見、御質問等ありましたらお願い致します。 

 

（意見・質疑なし） 

 

事務局から何かありますか。 

 
○事務局 



 私の方から、本日、配布させて頂きました「阿賀野市福祉有償運送運営協議会に

おけるガイドライン」について、説明させていただきます。 

令和２年から令和５年にかけて、自家用有償旅客運送制度について改正がされて

いたのですが、当市の運営協議会におけるガイドラインの改正に伴う変更が、行わ

れていなかったことが判りこの度、変更させていただきました。 

主な変更点といたしましては、令和２年改正の旅客範囲に「基本チャックリスト

該当者」の追加及び事業者協力型自家用有償旅客運送制度創設に伴い、事業実施を

可能として追加した点と令和４年改正の実施主体に「労働者協働組合」の追加や遵

守事項の安全運転のための確認、指示、記録、保存の中でアルコール検知器使用等

についての記載など、また、令和５年度の「運送の対価」を「タクシーの上限運賃

のおおむね 1/2の範囲内」から「タクシー運賃の約８割」とした点等になります。 

その他、細かな文言の修正等を行いました。 

変更内容の詳細は、こちらの対照表をご覧いただきたいと思います。 

道路運送法施行規則等を確認しながら、変更したつもりですが、私も勉強不足の

点、多々あると思いますので、誤り等ございましたら、後日で結構ですので、御意

見等いただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

  

○会長 

 これについて、御意見、御質問ありますでしょうか。 

 

（意見・質疑なし） 

 

 よろしいですか。 

他に皆様の方で特になければ、これで本日の運営協議会を終了とさせていただき

ます。 

大変ありがとうございました。 


